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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タッチスクリーン入力装置であって、
　タッチスクリーン上の電子ペンの接触入力及びホバリング入力を受信する入力感知パネ
ルと、
　前記入力感知パネルから提供される入力感知信号に基づいて、前記接触入力又は前記ホ
バリング入力のいずれが感知されたかを判定し、
　前記入力感知信号が前記ホバリング入力を示す場合に、前記入力感知パネルから提供さ
れる前記入力感知信号を処理し、前記タッチスクリーン上での前記電子ペンの入力位置を
示す座標信号を発生し、前記接触入力の時に比べてより広い感知範囲を有するように設定
される、前記電子ペンの入力移動を検出するための移動判定基準フィルタを通して前記ホ
バリング入力に移動を判定する入力感知制御器と
を有し、
　前記移動判定基準フィルタは、前記入力感知パネルの領域で前記電子ペンが移動したか
否かを判定するための感知範囲を有することを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記移動判定基準フィルタは、前記接触入力及び前記ホバリング入力に従って、前記電
子ペンが位置する前記入力感知パネルの異なる領域で異なる感知範囲を有するように設定
されることを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記入力感知パネルの前記異なる領域は、少なくとも中心領域、エッジ領域、及びコー
ナ領域を含み、前記移動判定基準フィルタは、前記接触入力及び前記ホバリング入力に従
って、前記コーナ領域、前記エッジ領域、及び前記中心領域の順序により広い感知範囲を
有するように設定されることを特徴とする請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記入力感知制御器は、前記入力感知信号が前記ホバリング入力に対応するか又は前記
接触入力に対応するかを判定するように構成されることを特徴とする請求項１に記載の装
置。
【請求項５】
　前記入力感知パネルは、電磁共鳴（ＥＭＲ）方式の感知パネルであることを特徴とする
請求項１乃至請求項４のうちのいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
　タッチスクリーン入力を処理する方法であって、
　タッチスクリーン上で電子ペンからの入力が接触入力であるか又はホバリング入力であ
るかを判定するステップと、
　前記接触入力の時には、前記電子ペンの入力移動を検出するための予め定められた第１
の移動判定基準フィルタを適用し、前記ホバリング入力の時には、前記第１の移動判定基
準フィルタに比べてより広い感知範囲を有するように予め定められた第２の移動判定基準
フィルタを適用することにより、前記電子ペンの入力位置に対する、前記タッチスクリー
ンの入力感知パネル上での前記電子ペンの移動を判定するステップと、
　前記判定結果に基づいて、前記電子ペンの移動の有無に応じた座標信号を出力するステ
ップと
を有し、
　前記第１の移動判定基準フィルタ及び前記第２の移動判定基準フィルタは、前記入力感
知パネルの領域で前記電子ペンが移動したか否かを判定するための感知範囲を有すること
を特徴とする方法。
【請求項７】
　前記第１の移動判定基準フィルタ及び前記第２の移動判定基準フィルタは、前記電子ペ
ンが位置する前記入力感知パネルの異なる領域で異なる感知範囲を有するように設定され
ることを特徴とする請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記入力感知パネルの異なる領域は、少なくとも中心領域、エッジ領域、及びコーナ領
域を含み、前記第１の移動判定基準フィルタ及び前記第２の移動判定基準フィルタは、前
記コーナ領域、前記エッジ領域、及び前記中心領域の順序により広い感知範囲を有するよ
うに設定されることを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記座標信号は、前記入力感知パネル上のＸ軸及びＹ軸の座標情報を含み、前記接触入
力又は前記ホバリング入力を判定する情報を含むことを特徴とする請求項６乃至請求項８
のうちのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記タッチスクリーン上で前記電子ペンの入力が前記接触入力であるか又は前記ホバリ
ング入力であるかを判定するステップは、前記入力感知パネルからの入力感知信号の周波
数を分析するステップを有することを特徴とする請求項９に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチスクリーン入力方式に関する。より詳細に、本発明は、スタイラスペ
ンのような電子ペン（electronic pen）を用いるタッチスクリーン入力処理方法及び装置
に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　最近のディスプレイ装置は、ユーザが指又は電子ペンを用いて直接に画面をタッチして
入力するタッチスクリーン入力方式が幅広く適用されている。このようなタッチスクリー
ン入力方式は、スマートフォン、携帯電話、ノートブックコンピュータ、オールインワン
（All-in-one）パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、タブレット（Tablet）ＰＣ、携帯用マ
ルチメディアプレーヤ（Portable Multimedia Player：ＰＭＰ）などのような携帯端末な
どに主に採用されている。タッチスクリーン入力方式は、ユーザがディスプレイ画面の特
定の位置をタッチすることによりユーザが指示した位置情報を入力するための入力デバイ
スであり、直観的であり便利なユーザインターフェースを提供する。特に、ペンを用いる
タッチ入力方式は、指を使用するタッチ入力より精密な座標入力の指定に効率的である。
したがって、ペンを使用するタッチ入力方式は、ＣＡＤプログラムを使用するグラフィッ
ク機能を実行するのに適合している。
【０００３】
　このようなタッチスクリーン入力方式は、ディジタイザ、ＥＧＩＰ（Electric graphic
 input panel）と称され、ユーザが指示した位置を検出する方式に従って、抵抗膜（Resi
stive）方式、静電容量（Capacitive）方式、電磁共鳴（Electro Magnetic Resonance：
ＥＭＲ）方式（又は電磁気方式）などに大別される。
【０００４】
　抵抗膜方式は、タッチスクリーンに印加された直流電圧に基づく電流量の変化を用いて
タッチにより押さえられた位置を感知する。抵抗膜方式は、指または電子ペンがタッチス
クリーンの２層の薄い導電層と接触し圧力を加える場合に、指又はスタイラスペンのよう
な電子ペンの接触を感知する。
【０００５】
　静電容量方式は、交流電圧がタッチスクリーンに印加される状態でキャパシタンスカッ
プリング（Capacitance Coupling）を用いて入力を感知する方式であり、感知された対象
が導体でなければならず、感知可能なキャパシタンスの変化を与えるために一定以上の接
触面積が必要である。
【０００６】
　他方、ＥＭＲ方式は、ループコイルが配列されたディジタイザセンサ基板を使用する。
したがって、ユーザが電子ペンを動かす場合に、電子ペンは、磁気共鳴を発生させるよう
に交流信号により駆動され、磁気共鳴は、ディジタイザセンサ基板のコイルに信号を誘導
する。タッチスクリーンは、コイルに誘導された信号を通して電子ペンの位置を検出する
ことができる。
【０００７】
　ＥＭＲ方式に従って、基板に取り付けられた複数のコイルを有するディジタイザセンサ
基板とのペンの接触による電気的変化を感知することにより電子ペンの位置を識別するの
で、上述した抵抗膜方式とは異なり、センサ基板をディスプレイモジュールの前面に配置
することが不要である。したがって、これは、ディスプレイモジュールの背面にもセンサ
基板を配置することができる。他方、ＥＭＲ方式を採用するディジタイザ入力装置とユー
ザの指の接触を感知できるタッチ入力装置とを含む複数の入力装置は、携帯端末に提供さ
れることができる。
【０００８】
　本願出願人により先出願された韓国特許公開公報第１０－２０１２－００７９５９５号
には、タッチスクリーン入力方式の技術が説明された入力装置の入力エラーを訂正するた
めの装置及び方法について開示されている。
【０００９】
　他方、タッチスクリーンに対する電子ペンの直接的な接触状態と電子ペンの非接触状態
、すなわち、ホバリング（hovering）状態の識別が可能な技術が最近に提供されている。
しかしながら、より効率的な入力処理に関する技術が要求されている。
【００１０】
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　上述した情報は、本開示の理解を助けるための背景情報としてのみ提示される。上記で
開示された内容が先行技術として適用可能であるか否かにより、本開示が先行技術として
定義されるか否かが主張されてはいけない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上述した課題もしくは不都合な点を解決し、少なくとも以下に示す優位性を
提供する。すなわち、本発明の目的は、タッチスクリーンに対する電子ペンの接触状態と
ホバリング状態とを識別することにより、より効率的な入力処理が実行できるタッチスク
リーン上の入力を処理する装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記のような目的を達成するために、本発明の一態様によれば、タッチスクリーン上の
入力を処理する装置が提供される。上記装置は、タッチスクリーンで電子ペンの接触入力
及びホバリング入力を受信する入力感知パネルと、上記入力感知パネルから提供される入
力感知信号を処理し、上記タッチスクリーン上の入力位置を示す座標信号を発生し、上記
接触入力の時に比べて上記ホバリング入力の時に、より広い感知範囲を有するように設定
された移動判定基準フィルタを通して上記ホバリング入力に従う上記入力感知信号を処理
する入力感知制御器とを含むことを特徴とする。
【００１３】
　一実施形態において、上記移動判定基準フィルタは、上記接触入力及び上記ホバリング
入力に従って、上記電子ペンが位置する入力感知パネルの異なる領域で異なる感知範囲を
有するように設定される。
【００１４】
　他の実施形態において、上記入力感知パネル上の異なる領域は、少なくとも中心領域、
エッジ領域、及びコーナ領域を含み、上記接触入力及び上記ホバリング入力に従って、上
記コーナ領域、上記エッジ領域、及び上記中心領域の順序により広い感知範囲を有するよ
うに移動判定基準フィルタが設定される。
【００１５】
　本発明の他の態様によれば、タッチスクリーン上の入力を処理する方法が提供される。
上記方法は、タッチスクリーンで電子ペンの入力が接触入力であるか又はホバリング入力
であるかを判定するステップと、上記接触入力の時には、予め定められた第１の移動判定
基準フィルタを適用し、上記ホバリング入力の時には、上記第１の移動判定基準フィルタ
に比べてより広い範囲を有するように予め定められた第２の移動判定基準フィルタを適用
することにより上記タッチスクリーンの入力感知パネル上の上記電子ペンの座標を計算す
るステップと、上記計算された座標に従う座標信号を出力するステップとを含むことを特
徴とする。
【００１６】
　一実施形態において、上記第１の移動判定基準フィルタ及び上記第２の移動判定基準フ
ィルタは、上記電子ペンが位置する入力感知パネル上の異なる領域で異なる感知範囲を有
するように設定される。
【００１７】
　他の実施形態において、上記入力感知パネル上の異なる領域は、少なくとも中心領域、
エッジ領域、及びコーナ領域を含み、上記コーナ領域、上記エッジ領域、及び上記中心領
域の順序に、より広い感知範囲を有するように上記第１の移動判定基準フィルタ及び上記
第２の移動判定基準フィルタが設定される。
【００１８】
　もう１つの実施形態において、上記座標信号は、上記入力感知パネル上のＸ軸及びＹ軸
の座標情報を含み、上記接触入力又は上記ホバリング入力を判定する情報を含む。
【００１９】
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　本発明の他の目的、利点、及び顕著な特徴は、添付の図面及び本発明の実施形態からな
された以下の詳細な説明から、この分野の当業者に明確になるはずである。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力装置の入力感知パネル及び電子
ペンの一例を示す図である。
【図２】本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力装置を有する携帯端末の構成を
示すブロック図である。
【図３】本発明の一実施形態による電子ペンの移動が存在するか否かを判定するための移
動判定基準フィルタを示す図である。
【図４】本発明の一実施形態によるタッチスクリーン上の各領域での電子ペンの入力感知
信号の強度を示す図である。
【図５Ａ】本発明の一実施形態によるタッチスクリーン上の電子ペンの各高さに対する入
力感知信号の強度を示す図である。
【図５Ｂ】本発明の一実施形態によるタッチスクリーン上の電子ペンの各高さに対する入
力感知信号の強度を示す図である。
【図６】本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力を処理する方法を示すフローチ
ャートである。　本発明の実施形態の上述した及び他の様相、特徴、及び利点は、添付の
図面が併用された以下の詳細な説明から、より一層明らかになるだろう。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　図面中、同一の図面参照符号が同一の構成エレメント、特性、又は構造を意味すること
は、容易に理解できるであろう。
【００２２】
　添付の図面を参照した下記の説明は、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範
囲内で定められるような本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供され、この
理解を助けるための様々な特定の詳細を含むが、単なる実施形態にすぎない。したがって
、本発明の範囲及び趣旨を逸脱することなく、明細書中に説明した実施形態の様々な変更
及び修正が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には明
らかであろう。また、明瞭性と簡潔性の観点から、当業者には既知の機能や構成に関する
具体的な説明を省略する。
【００２３】
　以下の説明及び請求項に使用する用語及び単語は、辞典的意味に限定されるものではな
く、本発明の理解を明確且つ一貫性があるようにするために使用される。したがって、本
発明の実施形態の説明が単に実例を提供するためのものであって、特許請求の範囲とこれ
と均等なものに基づいて定義される発明をさらに限定する目的で提供されるものでないこ
とは、本発明の技術分野における通常の知識を持つ者には明らかであろう。
【００２４】
　本願明細書に記載の各エレメントは、文脈中で特に明示しない限り、複数形を含むこと
は、当業者には理解できるであろう。したがって、例えば、“コンポーネント表面（a co
mponent surface）”との記載は、１つ又は複数の表面を含む。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力装置の入力感知パネル及び電
子ペンを示す図である。
　図１を参照すると、電磁共鳴（ＥＭＲ）タイプのタッチスクリーンが図示され、便宜上
、その構造又はサイズが簡素化され誇張される。また、図１に示すタッチスクリーン入力
装置は、例えば、携帯端末１に適用されることができ、スタイラスペンのような電子ペン
２０の接触及び非接触（例えば、ホバリング）状態の入力を感知するための入力感知パネ
ル１２を備える。
【００２６】
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　入力感知パネル１２は、ディジタイザセンサ基板、ＥＭＲ感知パネルなどとも呼ばれる
。入力感知パネル１２において、複数のループコイル（loop　coil）パターン１２２及び
１２４は、横軸及び縦軸で相互に直交するように構成される。電子ペン２０及び入力感知
パネル１２は、共に予め定められた共振周波数を有する磁場を発生するように構成される
。横軸上のループコイルパターン１２２は、部分的に重なる状態で形成されることができ
る。同様に、縦軸上のループコイルパターン１２４も部分的に重なる状態で形成されるこ
とができる。入力感知パネル１２において、複数のループコイルパターン１２２及び１２
４は、順次に選択され、磁場の形成のための共振周波数の交流電流を印加する動作及び電
子ペン２０で形成される共振周波数の磁場を検出する動作を反復して実行する。
【００２７】
　一方、入力感知パネル１２上で座標を入力するための電子ペン２０は、インダクタコイ
ル及びキャパシタで形成されたＬＣ共振回路（LC resonance circuit）を含むメイン共振
回路２４を備える。インダクタコイルは、入力感知パネル１２で形成された磁場により電
流を発生し、発生した電流をＬＣ共振回路のキャパシタに送信する。その後に、キャパシ
タは、インダクタコイルから送信される電流で充電され、充電された電流をコイルに放電
させる。結局、コイルには、共振周波数の磁場が放出される。
【００２８】
　したがって、入力感知パネル１２の複数のループコイル１２２及び１２４は、電子ペン
２０により放出された磁場を検出することができ、電子ペン２０がタッチスクリーンの任
意の位置に隣接するか否かを判定できる。より詳細に、ユーザがタッチスクリーンの近傍
で電子ペン２０を接触させるか又はホバリングさせる場合に、複数のループコイル１２２
及び１２４の各々は、電子ペン２０により発生する磁場を感知し、この磁場により誘導さ
れた誘導電流を入力感知信号として出力する。複数のループコイル１２２及び１２４の各
々は、電子ペン２０がループコイル１２２及び１２４に近接するほど信号強度が大きい入
力感知信号を出力する。電子ペン２０の正確な位置は、入力感知信号を用いて識別される
ことができる。
【００２９】
　また、電子ペン２０は、タッチスクリーン上の接触状態又はホバリング状態に従って異
なる信号を発生させるためにメイン共振回路２４の共振周波数を可変する可変共振回路２
２を備える。可変共振回路２２は、電子ペンの終わり部分（tip）がタッチスクリーンと
接触する場合に、接触圧力により可変するインダクタンス値を有する可変インダクタ成分
を含むか、又は接触圧力により可変するキャパシタンス値を有する可変キャパシタ成分を
含む。このような可変インダクタ成分及び可変キャパシタ成分の可変値は、比較的微細な
値に設定されることができる。
【００３０】
　メイン共振回路２４の共振周波数は、タッチスクリーン上で電子ペン２０の接触状態又
はホバリング状態に従って可変共振回路２２により影響を受ける。したがって、入力感知
パネル１２は、このような共振周波数の変化を検出することにより、電子ペン２０がタッ
チスクリーンと接触状態であるか又はタッチスクリーンでホバリング状態であるかを判定
する。
　一方、入力感知パネル１２は、その下部で他の回路から入力感知パネル１２に流入する
磁場を遮断するための遮蔽層を有する。
【００３１】
　また、入力感知パネル１２、アクティブマトリクス有機発光ダイオード（Active Matri
x Organic Light Emitting Diode：ＡＭＯＬＥＤ）などを含む表示パネルを備えるタッチ
スクリーンは、外部の衝撃から保護されるためにブラケット３０に装着され固設される。
もちろん、ブラケット３０は、対応する携帯端末１の回路、装備、及び外装ケースなどを
外部の衝撃などから保護するために適切な形状を有する。
　図２は、本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力装置を有する携帯端末の構成
を示すブロック図である。
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【００３２】
　図２を参照すると、携帯端末は、対応する携帯端末の動作状態、対応する携帯端末での
アプリケーションの実行、及び対応する携帯端末でのサービスに従う様々な映像を表示す
る。また、携帯端末は、対応する動作状態又はサービスに対応するユーザインターフェー
ス（User Interface：ＵＩ）をユーザに提供するために表示画面上の電子ペンの接触状態
又はホバリング状態のようなタッチ入力を感知するタッチスクリーン１０を含む。タッチ
スクリーン１０は、ＡＭＯＬＥＤディスプレイのような表示パネル１４及びＥＭＲ感知パ
ネルのような入力感知パネル１２を含む。
【００３３】
　タッチスクリーン制御部４０は、タッチスクリーン１０の表示パネル１４の映像表示を
制御する表示制御器４４と、タッチスクリーン１０の入力感知パネル１２から提供される
入力感知信号を処理する入力感知制御器４２とを含む。入力感知制御器４２は、タッチス
クリーン１０の入力感知パネル１２から提供され、電子ペンの入力に対応するアナログ入
力感知信号（例えば、ハードウェアにより感知される座標信号）を受信して処理し、受信
されたアナログ信号を座標信号（例えば、ソフトウェアにより処理された座標信号）、例
えば、Ｘ及びＹ座標の座標信号に変換する。その後に、入力感知制御器４２は、座標信号
を端末制御部５０に送信する。入力感知制御器４２により提供される座標信号は、電子ペ
ンの接触状態又はホバリング状態に対する信号（例えば、Ｚ座標）を含むことができる。
【００３４】
　端末制御部５０は、表示する映像データをタッチスクリーン制御部４０の表示制御器４
４に提供する。また、端末制御部５０は、タッチスクリーン制御部４０の入力感知制御器
４２から提供される電子ペンの入力に対応する座標信号に応じて対応するユーザインター
フェースを操作する。また、端末制御部５０は、対応するアプリケーションの予め定義さ
れた動作又は対応するサービスの実行状態の変更の動作を実行する。
【００３５】
　さらに、携帯端末は、対応する装置の前面上の特定の位置又は側面などに機械的に設置
されることにより、ユーザが予め定められた動作の実行に対応する信号を入力するように
する複数のキー（ハードキー又はソフトキー）を有するキー入力部９０と、移動通信のた
めのアンテナを備え、移動通信のための無線信号処理動作を実行することにより通信網と
通信するための移動通信部６０と、移動通信機能による電話通話の間に、ユーザの音声を
受信するか又はユーザに可聴音を出力し、各種動作に対応するサウンド又は各種ディジタ
ルオーディオ及びビデオコンテンツに対応するサウンドを出力するスピーカ及びマイクロ
フォンを含む音声入出力部７０と、タッチスクリーンコンテンツだけでなく、端末制御部
５０の動作に関連した動作プログラム、様々なアプリケーションプログラム、関連コンテ
ンツ、及び映像データを記憶する記憶部８０とを含む。
　端末制御部５０は、携帯端末の各機能部を制御し、対応する携帯端末の全動作を制御す
る。
【００３６】
　また、携帯端末は、充電用バッテリーを有する電源部（図示せず）、カメラ部（図示せ
ず）、ＧＰＳ部（図示せず）、振動部（図示せず）のような他の機能部を含む。もちろん
、携帯端末が通常の携帯端末に適用されることができるいかなる機能部をさらに含んでも
よい。
【００３７】
　タッチスクリーン制御部４０は、本発明の他の実施形態において端末制御部５０に含ま
れることができ、また、表示パネル１４及び表示制御器４４のそれぞれは、タッチスクリ
ーン１０及びタッチスクリーン制御部４０とは個別に構成されることができる。
【００３８】
　図３は、本発明の一実施形態による電子ペンの移動が存在するか否かを判定するための
移動判定基準フィルタを示す図である。
　図３を参照して、タッチスクリーン制御部４０の入力感知制御器４２の動作について説
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明する。入力感知制御器４２は、本発明の一実施形態による移動判定基準フィルタＦ（ム
ーブフィルタ又はボックスフィルタとも称する）を使用して電子ペンの移動が存在するか
否かを判定する。すなわち、電子ペンに対する入力感知信号は、現在の座標Ｆｐに対して
、電子ペンの移動がＸ軸上の予め定められた基準距離±Ｆｒｘ又はＹ軸上の予め定められ
た基準距離±Ｆｒｙを超過する場合に、電子ペンの移動を判定するようにタッチスクリー
ンの入力感知パネル１２で処理される。
【００３９】
　より詳細に説明すると、入力感知信号は、例えば、秒当たり１３３回以上入力感知パネ
ル１２に提供されることができ、入力感知信号に対応する座標は、１０μｍの分解能（re
solution）を有する。本例において、入力感知制御器４２は、入力感知パネル１２から提
供される入力感知信号に対応する座標信号を発生させることができる。しかしながら、入
力感知信号の強度又は雑音は、入力感知パネル１２上の各領域で異なる。また、電子ペン
の接触状態又はホバリング状態に従って入力感知信号の強度が変わる。この場合、入力感
知信号に応じて座標信号を発生させる時に、不正確であるか又は不安定な座標信号を発生
させる。
【００４０】
　図４は、本発明の一実施形態によるタッチスクリーン上の各領域での電子ペンの入力感
知信号の強度を示す図である。
　図４を参照すると、入力感知パネル１２上の中心領域Ａａでは、入力感知信号の強度が
強いが、エッジ領域Ａｂでは、入力感知信号の強度が弱い。このような信号の強度差は、
入力感知パネル１２を装着し固定するブラケットなどによりエッジ領域Ａｂの入力感知信
号が影響を受けるためである。さらに、入力感知パネル１２のコーナ領域Ａｃで入力感知
信号の強度が最も弱くなることがわかる。
【００４１】
　図５Ａ及び図５Ｂは、本発明の一実施形態によるタッチスクリーン上の電子ペンの各高
さに対する入力感知信号の強度を示す図である。
　図５Ａは、タッチスクリーンを通した異なる高さを有する電子ペンの一例を示し、図５
Ｂは、図５Ａに示す電子ペンの各高さに対応する強度を有する信号の一例を示す。図５Ａ
及び図５Ｂに示すように、タッチスクリーン１０での電子ペン２０の高さがｈ０で０であ
る場合、すなわち、電子ペン２０がタッチスクリーンと接触状態にある場合、入力感知信
号の強度がもっとも大きい。また、タッチスクリーンに関連した電子ペン２０の高さが増
加するに従って入力感知信号の強度が減少する。すなわち、ｈ１又はｈ２でホバリングす
る場合に、ｈ０で電子ペン２０がタッチスクリーンと接触しているもののように、電子ペ
ン２０とタッチスクリーン１０との間の距離が増加するほど入力感知信号の強度がそれぞ
れ減少する。
　上述したように、入力感知信号が弱いことを考慮しない場合には、入力感知信号に対応
する座標信号にジッタ（jitter）が現れる。
【００４２】
　図３をさらに参照すると、電子ペンの移動に対応する入力感知信号が現在の座標で移動
判定基準フィルタＦの範囲から外れる場合には、電子ペンの入力感知パネルの領域での移
動が予め定められた範囲の移動判定基準フィルタＦを使用して行われると判定され、座標
信号が発生する。このような移動判定基準フィルタＦは、現在の座標Ｆｐを中心にして、
Ｘ軸上の予め定められた基準距離±Ｆｒｘ及びＹ軸上の予め定められた基準距離±Ｆｒｙ
を有するように設定される。
【００４３】
　しかしながら、移動判定基準フィルタＦを設定する場合において、入力感知信号の信号
強度だけを考慮して、弱い強度を有する入力感知信号が基準として設定される時に、移動
判定基準フィルタＦは、かなり広い範囲に設定される。したがって、座標の正確性のよう
な座標品質を低下させることができる。
【００４４】
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　したがって、本発明の一実施形態による方法は、電子ペンの接触状態と電子ペンのホバ
リング状態とを識別する。接触状態において、入力感知信号の強度が大きく、座標の品質
が重要に考慮される。他方、タッチスクリーン上の電子ペンのホバリング状態においては
、入力感知信号の強度が弱く、接触状態での 座標の品質よりは重要度が低く考慮され、
したがって、この方法は、移動判定基準フィルタを対応する状態に合うように異なって適
用する。すなわち、本発明の一実施形態は、電子ペンを用いて‘ドローイング（drawing
）’アプリケーションなどを実行するにあたり、接触状態での電子ペンの移動に対応する
微細な座標の変化を感知するようにし、ホバリング状態での座標のジッタ現象を改善する
ように移動判定基準フィルタを可変的に設定する。さらに、この場合に、タッチスクリー
ンの各領域でも入力感知信号の強度差を考慮して移動判定基準フィルタを可変的に設定す
る。
【００４５】
　図６は、本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力を処理する方法を示すフロー
チャートである。
　図６を参照すると、タッチスクリーン入力を処理する方法は、図２に示したタッチスク
リーン制御部４０での入力感知制御器４２を通して実行されることができる。まず、ステ
ップ６０２において、入力感知制御器４２は、入力感知パネル１２の出力信号を把握し、
電子ペンの入力がタッチスクリーン上で感知されるか否かを判定する。電子ペンの入力が
感知される場合には、入力感知制御器４２は、ステップ６０４に進み、電子ペンがタッチ
スクリーンで接触状態にあるか又は非接触（すなわち、ホバリング）状態にあるかを判定
する。電子ペンが接触状態にある場合には、入力感知制御器４２は、ステップ６０６に進
む。他方、電子ペンがホバリング状態にある場合には、入力感知制御器４２は、ステップ
６０８に進む。
【００４６】
　ステップ６０６において、接触状態に対応して予め定められた第１の移動判定基準フィ
ルタを出力信号に適用する。図４に示すように、第１の移動判定基準フィルタでのＸ軸上
の基準距離±Ｆｒｘ及びＹ軸上の基準距離±Ｆｒｙは、入力感知パネル１２上の中心領域
Ａａで０に設定される。この場合、第１の移動判定基準フィルタは、フィルタリング動作
を実行せず、入力感知信号その自体に対応するように座標信号を生成する。また、入力感
知パネル１２のエッジ領域Ａｂについて、第１の移動判定基準フィルタのＸ軸の基準距離
±Ｆｒｘ及びＹ軸の基準距離±Ｆｒｙのすべては、０．１ミリメートル（ｍｍ）に設定さ
れる。エッジ領域Ａｂは、コーナ領域Ａｃを除いた、入力感知パネル１２の上部、下部、
及び両側部のそれぞれから１５ｍｍの範囲の領域に設定される。また、入力感知パネル１
２のコーナ領域Ａｃについて、第１の移動判定基準フィルタのＸ軸の基準距離±Ｆｒｘ及
びＹ軸の基準距離±Ｆｒｙのすべては、０．２ｍｍに設定される。この場合に、コーナ領
域Ａｃは、コーナから横方向及び縦方向に５ｍｍ×５ｍｍの範囲の領域に設定される。ス
テップ６０６において、入力感知制御器４２は、第１の移動判定基準フィルタを適用した
後に、ステップ６１０に進む。
【００４７】
　他方、ステップ６０８において、非接触（ホバリング）状態に対応し、第１の移動判定
基準フィルタに比べてより広い範囲の予め定められた第２の移動判定基準フィルタを適用
する。例えば、入力感知パネル１２上の中心領域Ａａについて、第２の移動判定基準フィ
ルタでのＸ軸上の基準距離±Ｆｒｘ及びＹ軸上の基準距離±Ｆｒｙは、０．１ｍｍに設定
される。また、入力感知パネル１２のエッジ領域Ａｂについて、第２の移動判定基準フィ
ルタのＸ軸の基準距離±Ｆｒｘ及びＹ軸の基準距離±Ｆｒｙのすべては、０．３ｍｍに設
定される。入力感知パネル１２のコーナ領域Ａｃについて、第２の移動判定基準フィルタ
のＸ軸の基準距離±Ｆｒｘ及びＹ軸の基準距離±Ｆｒｙのすべては、０．６ｍｍに設定さ
れる。ステップ６０８において、入力感知制御器４２は、第２の移動判定基準フィルタを
適用した後に、ステップ６１０に進む。
【００４８】
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　ステップ６１０において、入力感知制御器４２は、現在適用されている移動判定基準フ
ィルタ、すなわち、第１の移動判定基準フィルタ又は第２の移動判定基準フィルタを使用
して、入力感知パネル上の電子ペンの座標移動が存在するか否かを確認する。その後に、
ステップ６１２において、座標信号を出力する。このとき、電子ペンの座標移動が存在し
ないことが確認される場合には、ステップ６１２において、座標信号を出力できない。座
標信号は、Ｘ及びＹ軸の座標を含むことができ、また、ホバリング状態でのＺ軸の座標を
含むことができる。この場合に、ホバリング状態を示すＺ軸の座標が０又は１の値を有す
ることによりホバリング状態が存在するか否かを示す。
【００４９】
　図６に示す動作を説明すると、ステップ６０２において、ハードウェアから提供される
入力感知信号（すなわち、座標情報）が電子ペンの接触状態に従って、ステップ６０６又
はステップ６０８において、第１又は第２の移動判定基準フィルタを通過する。この場合
に、ステップ６１０において、座標イベントが発生する。入力感知信号が第１又は第２の
移動判定基準フィルタによりフィルタリングされる場合には、座標イベントが発生しない
と見なされることができる。
【００５０】
　移動判定基準フィルタは、電子ペンの接触状態及びホバリング状態のそれぞれに合うよ
うに適用されることができる。したがって、座標の分解能が重要である場合、すなわち、
高い信号対雑音比（Signal-to-Noise Ratio：ＳＮＲ）により座標のジッタが小さい接触
状態では、座標のフィルタリングが実行されない。逆に、現在の座標に比べて小さな変化
がある場合にも、座標イベントを処理する動作を実行する。他方、座標の安全性が重要で
ある場合、すなわち、低いＳＮＲにより座標のジッタが大きいホバリング状態において、
座標の変化が所定の値より大きい場合のみに座標イベントを処理する動作が実行される。
この場合に、タッチスクリーンで異なるＳＮＲを有する各領域に対してフィルタリング基
準値を異なって設定する。
【００５１】
　上述したように、タッチスクリーン入力処理方式がタッチスクリーンに対する電子ペン
の接触状態及びホバリング状態を識別するので、入力を効率的に処理することができる。
特に、ペンの移動が存在するか否かを安定して判定することができる。
【００５２】
　上述したように、本発明の一実施形態によるタッチスクリーン入力を処理する方法及び
装置の構成及び動作がなされることができる。本発明の実施形態は、ハードウェア、ソフ
トウェア、又はハードウェア及びソフトウェアの組み合せの形態で実現することができる
。このような任意のソフトウェアは、例えば、削除又は再記録が可能であるか否かに関係
なく、読出し専用メモリ（ＲＯＭ）などの記憶装置のような揮発性又は非揮発性記憶装置
、又は、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）、メモリチップ、装置又は集積回路
のようなメモリに記録可能であると同時に、機械（例えば、コンピュータ）で読み取るこ
とができる記憶媒体に記憶することができる。
　また、本発明は、具体的な実施形態を参照して説明されたが、本発明の範囲を逸脱する
ことなく様々な変形を実施できることを理解できるはずである。
【００５３】
　例えば、電子ペンの接触状態又はホバリング状態に従って移動判定基準フィルタを異な
って設定するものと説明された。しかしながら、本発明の他の実施形態において、電子ペ
ンのホバリング状態で入力感知信号の強度に従って、すなわち、入力感知信号の強度が弱
い場合に、より広い範囲で移動判定基準フィルタが動作するように移動判定基準フィルタ
を広い動作範囲に設定することができる。この場合には、ホバリング状態で電子ペンの高
さに対応するように移動判定基準フィルタを異なって設定する。
【００５４】
　上述した説明では、タッチスクリーン上の領域が中心領域、エッジ領域、及びコーナ領
域に区分されると記述されている。しかしながら、タッチスクリーン上の領域は、幾つか
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の領域に区分されることができ、エッジ領域も左端領域及び右端領域と上端領域及び下端
領域に区分されることができる。
【００５５】
　また、上記の説明では、移動判定基準フィルタにおいて、Ｘ軸の基準距離±Ｆｒｘ、Ｙ
軸の基準距離±Ｆｒｙ、及びＺ軸の基準距離±Ｆｒｚが相互に同一に設定されると記述さ
れている。しかしながら、移動判定基準フィルタにおいて、Ｘ軸の基準距離±Ｆｒｘ及び
Ｙ軸の基準距離±Ｆｒｙは、現在実行中であるアプリケーション又はサービスに従って相
互に異なる値に設定されることができるだけではなく、タッチスクリーン上の各領域でも
相互に異なる値に設定されることができる。
【００５６】
　さらに、上記の説明では、このような方法がＥＭＲ方式の電子ペン、入力感知パネルな
どに適用されることができると記述されている。また、上記の方法は、電子ペンの接触状
態及びホバリング状態を区分することができ、電子ペンの入力感知信号の強度を用いて座
標信号を発生させることができるいかなる方式にでも適用可能である。
【００５７】
　以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び
趣旨を逸脱することなく様々な変更が可能であるということは、当業者には明らかであり
、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及
びこれと均等なものの範囲内で定められるべきものである。
【符号の説明】
【００５８】
１　携帯端末
１０　タッチスクリーン
１２　入力感知パネル
１４　表示パネル
２０　電子ペン
２２　可変共振回路
２４　メイン共振回路
３０　ブラケット
４０　タッチスクリーン制御部
４２　入力感知制御器
４４　表示制御器
５０　端末制御部
６０　移動通信部
７０　音声入出力部
８０　記憶部
９０　キー入力部
１２２　ループコイル
１２４　ループコイルパターン
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